
令和７年６月２７日 

 

市立小・中学校保護者の皆様へ 

気仙沼市教育委員会 

 

小・中学校での電話対応時間について（お願い） 

 

保護者の皆様におかれましては御健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃

より学校の教育活動に御理解・御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、国や県では、教職員が子どもと向き合う時間や授業準備等の教育活動に力

を注ぐ時間を確保するため、教職員の長時間勤務を見直すなど、学校における働き

方改革を推進しております。 

本市においても、よりきめ細やかな教育の実践に努めるとともに、学校の働き方

改革に関する取組目標を裏面のとおり設定し、目標実現のために取り組んでおりま

す。 

その一環として、小・中学校での電話対応時間について、保護者の皆様に対し、 

令和４年 10 月 12 日付のお便りで御協力のお願いをしていたところですが、今般、

年月の経過により御家庭の入れ替わり等もありましたことから、改めてお願いをす

るものであります。 

内容は下記のとおりであり、令和４年のお便りの内容と変わりありません。 

保護者の皆様には御不便をお掛けすることもあろうかと存じますが、よりよい教

育活動の実現のために御理解と御協力をお願いいたします。 

 

記 

◎電話対応時間 

○ 授  業  日：  原則として、午前７時３０分～午後６時００分 

○ 長期休業期間：  午前８時１０分 ～ 午後４時４０分（気仙沼中学校） 

  (秋休みを含む) 

 

                              

 

 

 

                            ※裏面に続きます 

・事前に学校と連絡を取っている場合は、この限りではありません。 

・緊急連絡など、上記の時間帯以外に学校から保護者の皆様に連絡させて 

 いただく場合がありますので、御了承ください。 



＜資料＞ 

学校の働き方改革に関する取組目標[抜粋] 

                          気仙沼市教育委員会 

働き方改革の目的 

（１） 子どもたちが充実した学校生活を送り、「気仙沼・未来創造力」を身に付

けるため、学校の働き方改革に取り組む。 

   ※気仙沼・未来創造力～海と生きる郷土を思い、主体的に考え行動し、多

様な人々と協働して、人間性が生かされる持続可能な社会へと責任をもっ

て変革していく力 

（２） 働き方改革を単なる業務時間削減ではなく、新たな時間を創出する営みと

捉える。 創出した時間は、教職員の健康を基盤とした、児童生徒への効果

的な教育活動に充てる。 

 

取組の方向性 

（１） 創出した時間は、勤務時間内においては、仕事の充実に向ける。また、勤

務時間外においては、積極的に仕事を離れる時間と捉え、できるだけ早く退

庁するよう努める。 

   仕事の充実に向ける時間は、子どもと向き合い、これまでの教育活動を更

に充実する時間と、子どものためになる新しい取組への時間に充てるものと

する。 

（２） 保護者や地域住民等の協力があって取り組めるものであるから、情報共有

に努める。 

（３） 学校と教育委員会とは、それぞれの立場で創意工夫して、改革推進の仕組

みと環境づくりに取り組み、協働を進める。 

 

※本校の具体的な取組内容につきましては、別紙を御覧ください。 

 

 

 

 



本校における電話対応について 

  

本校において、電話対応時間外については、時間外アナウンス電話を導入いたし

ます。保護者の皆様におかれましては、本件の趣旨につきまして、なにとぞ御理解・

御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

１ 時間外アナウンス電話の使用開始日 

   令和７年７月７日（月） 

 

２ 時間外アナウンス設定時間（学校に電話がつながらない時間） 

（１）平日 

   午後６時から翌日午前７時 30 分まで 

（２）長期休業期間（秋休みも含む） 

   午後４時 40 分から翌日午前８時 10 分 

（３）休日（土・日曜日、祝日） 

   終日 

（４） 年末年始（12 月 29 日～翌年１月３日まで）、夏季休業中の学校閉庁日 

   及び行事等の振替休業日 

   終日 

 

３ その他 

（１） 録音によるメッセージはお受けいたしません。表面の電話対応時間にお掛

け直しいただくようお願いいたします。 

   『お電話ありがとうございます。気仙沼中学校です。本日の業務は終了いた

しました。のちほどおかけ直しください。』という自動音声のみが流れる対

応となります。 

（２） 生徒の生命や安全に関わる、緊急を要する重大事態等の場合には、緊急電

話「０５０－５４７５－６７６１」まで御連絡ください。 

（３） 学校からの連絡も原則として午後６時まで済ませるようにします。ただし、

緊急を要する重大事態等に関する情報を学校が把握した場合には、『電話対

応不可』の時間帯であっても連絡させていただくことがありますので、予め

御了承ください。 

 学校からの着信があった場合でも、対応時間外につきましては折り返しのお電話

への対応はできません。翌日等の勤務日に改めて学校から御連絡させていただきま

すので、大変御迷惑をおかけしますが、御理解、御協力をお願いいたします。 


